
秋田県職務育成品種要綱取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、秋田県職務育成品種要綱（平成１９年３月３０日農畜－５０００、

以下「要綱」という。）の施行に際し、必要な事項を定めるものとする。

（職務育成品種を育成した職員の範囲）

第２条 職務育成品種を育成した職員とは、当該品種の作出に関し育種等試験の計画段階

から新品種候補となるまでの交配、選抜等に具体的かつ実質的に参画した者及びその行

為について具体的かつ継続的に指示指導を担当した者をいう。ただし、交配、選抜等育

成のための行為が行われた期間及びそれに関連した期間に当該研究機関に所属していた

職員で、その所属していた全期間において、次の各号に該当していた者は除く。

(1) 農業試験場、果樹試験場、水産振興センター、林業研究研修センター及び総合食品

研究センター（以下「研究機関」という。）の長（以下「場長等」という。）及び研究

機関の内部組織の長並びに事務職員

(2) 圃場管理労務に携わった単純労務職員及び臨時職員

(3) 優良系統候補として選抜された育種材料の系統特性試験及び地域適応性試験等の協

力者

（育成の申出の方法等）

第３条 要綱第３条第１項の申し出は、新品種候補系統の申出書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて提出することにより行うものとする。

(1) 育成をした品種の内容を詳細に記載した書類

(2) 当該品種の育成をするに至った経過を詳細に記載した書類

(3) 当該品種の育成が二人以上の職員の共同又は職員以外の者との共同によりなされた

場合にあっては、当事者間において協議により決定された当該品種に対する権利の持

分比率を記載した書類（様式第２号）

（県による出願の決定）

第４条 場長等が、要綱第４条第１項により県において品種登録の出願をする旨の決定を

する品種は次に掲げるものとする。

(1) 当該品種の特性が優良であって、県内外ともにその適切な普及を図る上で、特に必

要があると認めた場合

(2) 当該品種が優良な特性をもち、その特性に関して県内産地を育成する観点や学術的

な見地等から、育成者の権利を保護する上で特に必要があると認めた場合

２ 前項の規定により出願の決定をする品種の審査基準は、別に定める。

（職務育成品種審査会）

第５条 要綱第５条の規定により開催する審査会は次の各号に掲げる事項を審議するもの

とする。



(1) 要綱第４条第１項の規定による職務育成品種の認定

(2) 要綱第４条第２項の規定による品種登録出願

(3) 要綱第６条第２項の規定による出願者の名義変更又は育成者権の移転

(4) 種苗法第５条第１項第３号の規定による出願品種の名称。ただし、県ブランド確立

に大きく寄与する品種であるなど特別な理由がある場合はこの限りではない。

(5) 種苗法第２１条の規定による種苗の利用条件

(6) 要綱第１３条の規定による品種登録の継続又は中止

(7) その他必要と認める事項

２ 審査会の組織は次のとおりとする。

(1) 審査会の委員は、農林水産部次長、農林政策課長、水田総合利用課長、農業経済課

長、農業経済課販売戦略室長、園芸振興課長、食のあきた推進課長とする。

(2) 審査会のアドバイザーは、育成者の所属先の場長等とする。

(3) 議長は農林水産部次長をもって充て、会務を総理する。

(4) 議長に事故があるときは、農林政策課長が議長の職務を代理する。

３ 審査会の庶務は、農林政策課研究推進チームがあたる。

（育成者権の移転手続き等）

第６条 要綱第６条第２項により出願者の名義を県に変更する旨の決定、又は育成者権を

県に移転する旨の決定をする品種は、第４条第１項の規定に準ずるものとする。

２ 要綱第６条第２項により出願者の名義を県に変更した場合又は育成者権を県に移転し

た場合にあっては、当該品種登録に係る名称をそのまま用いる。

３ 要綱第６条第３項において規定する育成者権の移転を承諾する旨を記載した書面の様

式は、様式第３号のとおりとする。

（利用権等の許諾の手続き等）

第７条 要綱第７条第１項に規定する利用権等の許諾の手続き等は、別に定める秋田県職

務育成品種許諾実施要領による。

２ 要綱第１７条第１項に規定する自家増殖の許諾の手続き等は、別に定める秋田県職務

育成品種自家増殖許諾実施要領による。

（種苗生産に係る原種苗の譲渡の方法）

第８条 要綱第８条第１項及び第２項に規定する原種苗の譲渡手続きは次の各号に定める

ところによる。

(1) 秋田県職務育成品種許諾実施要領第５条の規定により利用権等の許諾を受け原種苗

の譲渡を希望する者は、種苗生産に必要とする原種苗の譲渡について、様式第４号に

より知事に申請するものとする。

(2) 知事は、保管する原種苗の量及び生産見込数量を勘案して譲渡可能数量を決定し、

様式第５号により譲渡を希望する者に通知するとともに、原種苗を保有する場長等に

対し、当該原種苗の譲渡を指示するものとする。

(3) 前号により指示を受けた場長等は、譲渡を希望する者と売買契約の締結を行い、当



該原種苗を有償譲渡する。

（農作物生産に係る種苗の譲渡の方法）

第９条 要綱第９条第１項に規定する種苗の譲渡手続きは次の各号に定めるところによ

る。

(1) 譲渡を希望する者は、農作物生産のための種苗の譲渡について、様式第６号の様式

により知事に申請するものとする。

(2) 知事は、保有する種苗の量及び生産見込数量を勘案して譲渡可能数量を決定し、様

式第７号により譲渡を希望する者に通知するとともに、種苗を保有する場長等に対し、

当該種苗の譲渡を指示するものとする。また、当該種苗を自家増殖しないよう併せて

通知し守らせるものとする。

(3) 前号により指示を受けた場長等は、譲渡を希望する者と売買契約の締結を行い、当

該種苗を有償譲渡する。

２ 要綱第９条第２項による譲渡手続きは、当該県有施設における通常の受注手続きと同

様とする。

３ 要綱第９条第３項に規定する品種利用料の額は、譲渡する種苗の種子に相当する価格

について秋田県職務育成品種許諾実施要領第７条に規定する許諾実施料に相当する額を

徴収するものとする。

（品種登録等の通知方法）

第１０条 要綱第１０条第１項及び第２項に規定する通知は様式第８号及び第９号により

行うこととする。

（登録補償金及び実施補償金の支払）

第１１条 要綱第１２条第１項に規定する登録補償金は、一登録品種につき１万円以下と

し、様式第１０号により通知するものとする。

２ 要綱第１２条第２項及び第３項に規定する実施補償金は、許諾実施料額から登録料の

額を差し引いた額の２分の１の額に相当する額とする。この場合の登録料の額は、許諾

実施料額算定期間の初日における育成者権の存続に要する１年分の額とする。

３ 要綱第１２条第４項に規定する実施補償金は、品種利用料額の２分の１の額に相当す

る額とする。

４ 知事は、特別の事情があると認めるときには、前２項の規定にかかわらず、別に算定

する実施補償金を支払うことができるものとする。

５ 要綱第１２条の登録補償金及び実施補償金は、当該品種を育成した職員が２名以上で

あるときはそれぞれ持ち分に応じて支払うものとする。

６ 前５項の規定にかかわらず、当該品種を育成した職員は、登録補償金または実施補償

金を請求する権利を放棄することができる。この場合において、当該品種を育成した職

員は、様式第１１号により知事に届け出るものとする。

（品種登録の継続及び中止、登録更新料の支払い）



第１２条 要綱第１３条第１項に規定する登録品種の継続期間の上限は、当該品種の品種

登録の日から原則として９年間とする。ただし、普及状況等を勘案し、知事が継続を認

めた場合は、この限りでない。

２ 前項に規定する上限を超えて品種登録を継続する場合の審査基準については、別に定

める。

３ 知事は、全ての品種について、毎年度その実施許諾実績等に基づいて審査し、登録を

継続する優先順位を定めるものとする。

４ 知事は、品種登録された職務育成品種について、品種登録料納付期限日の属する年度

の前年度までに、前項の優先順位に基づいて予算の範囲内で品種登録料を納付するもの

とする。

５ 要綱第１３条第１項に規定する登録品種の品種登録の中止については、第１項に規定

する上限を超える品種のほか、次の各号に掲げる登録品種について審査するものとする。

(1) 品種登録後過去３年間で実施許諾の実績がない品種

(2) 過去３年間の実施許諾の実績が低い品種

(3) その他知事が特に中止すべきと判断した品種

（退職者等の取扱い）

第１３条 品種登録の出願及び品種登録に係る職務育成品種について、退職（在職死亡を

含む）した育成者又はその承継人（以下「退職者等」という。）がある場合、当該退職

者等については次により職員と同等に取り扱うものとする。

(1) 第３条に規定する申出書の「育成者の氏名等」には、当該品種の退職者等について

は備考欄に次の事項を記載するものとする。

ア 退職者については、退職年月日及び現住所

イ 死亡者については、退職（在職死亡）年月日、死亡年月日、承継人の氏名、そ

の育成者との続柄及び現住所

(2) 要綱第６条第２項の名義変更承諾書の提出及び要綱第１１条の報告は、退職者等か

らも職員に準じ求めるものとする。

附則 この要領は、平成２４年 ４月１日から施行する。

この要領は、平成２５年 ４月１日から一部改正施行する。

この要領は、平成２６年 ４月１日から一部改正施行する。

この要領は、平成２７年 ４月１日から一部改正施行する。

この要領は、平成２８年 ４月１日から一部改正施行する。

この要領は、平成２９年 ４月１日から一部改正施行する。

この要領は、平成３１年 ４月１日から一部改正施行する。

この要領は、令和 ２年 ４月１日から一部改正施行する。

この要領は、令和 ２年 ８月１日から一部改正施行する。

この要領は、令和 ４年 ４月１日から一部改正施行する。

この要領は、令和 ６年１２月１日から一部改正施行する。


